
交付金事業実施状況報告及び推進事業実績報告並びに基金事業実施状況報告及び活性化事業実績報告について

１．今年度に都道府県及び市町村が実施した推進事業及び活性化事業（交付金等）

（単位：円）

２．消費者行政決算見込み額及び今年度の支出等額

（単位：円）

↑常勤化、定員増反映後

↑常勤化、定員増反映後

-                     

145,394,664      

59,430,949          

市町村 合計

1,339,160           1,339,160         

96,555,015       

-                     

2,315,148         

3,821,607           

-                        41,363,734          

108,197,976                                                                

41,363,734       

3,821,607         

％

-                        

37                                                                    

別　紙

-                        

７.消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

合計 105,955,450      

-                        

％

消費者行政決算総額（見込み）

支出等額（先駆的事業（交付金）を除く。）

支出等割合（先駆的事業（交付金）を除く。） 30                                                                    

都道府県決算（見込み）

管内市町村決算（見込み）

支出等額

-                        

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

-                        

４.消費生活相談体制整備事業

うち、先駆的事業 14,801,437          

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

37,124,066          ６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業 2,315,148           

-                        

事業名（事業メニュー）

22,395,251          37,196,688       

145,394,664                                                                

都道府県

394,944,894                                                                

20                    ％

％25                    

126,819,574                                                                

268,125,320                                                                

39,439,214       

支出等割合



３．消費生活相談員養成事業

①参加者総数 ①参加者総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③参加自治体 ③参加自治体

①実地研修受入総数 ①実地研修受入総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③実地研修受入自治体 ③実地研修受入自治体

４．消費生活相談体制整備事業

人 人時間／年

人 人時間／年

人

人

人 円

人 円

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、伊東市、御殿場市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、小山町、富士
市、静岡市、藤枝市、牧之原市、磐田市、掛川市、菊川市、森町、浜松市、湖西市

県 0

県

管内市町村 17

28,864

0

30

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

管内市町村

事業実施自治体

追加的総業務量（総時間） 事業実施自治体

県

41,363,734

追加的総費用

36

人

対象人員数
（報酬引上げ）

沼津市、三島市、伊豆の国市、藤枝市、磐田市、掛川市、菊川市、湖西市

0

人日

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

自治体参加型

人

人日

法人募集型

人

0

管内市町村

0

対象人員数計

管内全体の研修参加・受入（実績）

人

人日



５．都道府県が実施した推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：円）

12,261,000 40,301,000 27,223,000 

14,801,437

5,072,396

14,801,437

5,037,000 5,037,000 5,072,396

17,990,000 5,504,000 12,261,000 225,000

2,460,000 1,868,000 592,000

17,250,233 4,835,053

2,315,148 1,739,303 575,845

事業の実績

28年度
補正予算

29年度
本予算

基金
（交付金相当分）

29年度
本予算

28年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費
交付金等対象経費交付金等対象経費 事業（実績）の概要

①高度専門消費生活相談研修会開催（12回）、②県相談員による市町
相談業務巡回指導（8市町延べ17回）、③市町支援研修参加、④消費
生活センター設立促進・市町間連携支援、⑤消費生活相談員のため
のストレス対策講座開催（２回）、⑥賀茂広域消費生活センター運営支
援（相談員人件費、研修参加支援）
①消費者教育研修参加支援、②消費生活相談員資格取得支援講座
開催、③消費者教育担い手養成講座開催、④消費者教育理念普及・
取組事例収集、⑤若手職員向け講座（３回）、⑥消費者教育推進事業
（学校、若者、職域、その他）、⑦出前講座用消費者教育資料購入・教
材作成、⑧消費生活情報提供メール配信（月２回、臨時号６回）及びく
らしのめ若者特集号発行（55,000部）、⑨商品テストに関する情報提
供、⑩子ども・若者・高齢者・見守り者・外国人等への情報提供、⑪高
齢者消費者被害防止見守り事業、⑫消費者教育関連部局連携事業、
⑬県民意識調査、⑭適格消費者団体調査研究事業、⑮倫理的消費
普及事業、⑯ふじのくに食べきりやったね！キャンペーン事業

①特定商取引法に係る研修参加、②特定商取引法研修及び情報交
換会、③景品表示法に関する啓発事業、④食の都ブランド適正表示
推進事業、⑤食品表示適正化・活用普及事業

154,180

①消費者サポート人材バンクを活用した市町支援事業、②消費者教育
推進フォーラム事業、③ふじのくに食べきりやったね！チャレンジ事業

14,814,00014,814,000

12,261,000 26,448,189 39,439,214 730,025 817,000 

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
進性・モデル性の高い事業）

12,261,000

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
駆的事業）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事
業者指導や法執行等）

合計

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

事業計画

事業経費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
※被災４県のみ

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

事業名（事業メニュー）

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は本年度の新規分も対象。それ以外は、平成24年度ま
での充実・強化が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
※被災４県のみ

⑯消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）



６．推進事業及び活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

７．消費生活相談員養成事業の研修参加、実地研修受入実績（都道府県実施分、該当する場合に記載）

①特定商取引法の理解が深まり法執行強化に役立った。②関係団体と連携し研
修、情報交換を行うことで意識の共有が図られた。③事業者への景品表示法の理
解が深まった。④食品表示責任者を養成するとともに、「食の都ブランド適正表示
マーク」を推進し、食の都のブランドの価値の向上を図った。⑤事業者向けに栄養
成分表示の作成手順がわかるマニュアルの作成や新しい食品表示制度について
県民に普及することができた。

①消費者教育の出前講座等への人材充実を図るため、知識・実践について学ん
だ担い手講師（36名）が育成された。②エシカル消費をテーマとしたフォーラムを開
催し、県民に普及することができた。③小学生、栄養士向けの講座や啓発資材の
作成、Web広報により、広く食品ロスに対する理解を深めることができた。

対象経費（実績）

①消費者教育研修参加支援（旅費等345,850円）【基金・交付金】、②消費生活相談員資格取得支
援講座開催（旅費・委託費3,427,380円）、③消費者教育担い手養成講座開催（報償費・旅費・会場
使用料等658,222円）、④消費者教育理念普及・取組事例収集（旅費105,000円）、⑤若手職員向け
講座（報償費・旅費・会場使用料67,430円）、⑥消費者教育推進事業（学校、若者、職域、その他）
（需用費・役務費385,026円）、⑦出前講座用消費者教育資料購入・教材作成（需用費・役務費
309,040円）、⑧消費生活情報提供メール配信（委託費869,940円）⑨消費生活情報啓発資材作成
（需用費2,732,692円）、⑩商品テストに関する情報提供（需用費・役務費406,230円）、⑪子ども・若
者・高齢者・見守り者・外国人等への情報提供（需用費・役務費2,634,480円）、⑫高齢者消費者被
害防止見守り事業（旅費・委託費・会場使用料915,600円）、⑬消費者教育関連部局連携事業（委託
費1,407,878円）、⑭県民意識調査（委託費392,040円）、⑮適格消費者団体調査・啓発事業（委託
費921,999円）、⑯倫理的消費普及事業（需用費940,140円）、⑰ふじのくに食べきりやったね！キャ
ンペーン事業（旅費・需用費・買上金・委託料731,286円）【②～⑰交付金】

実績

年間研修総日数 人日

人

①高度専門消費生活相談研修会開催（報償費・旅費・会場使用料等247,218円）【基金】、②県相談
員による市町相談業務巡回指導（旅費21,041円）【交付金】、③市町支援研修参加（旅費等365,422
円）【基金・交付金】、④消費生活センター設立促進・市町連携支援（旅費39,920円）【交付金】、⑤
消費生活相談員のためのストレス対策講座開催（報償費・旅費145,330円）【交付金】、⑥賀茂広域
消費生活センター運営支援（負担金1,496,217円）【基金・交付金】

①特定商取引法に係る研修参加（旅費120,420円）、②特定商取引法研修及び情報交換会（報償
費・旅費・会場使用料156,200円）、③景品表示法に関する啓発事業（役務費248,400円）、④食の
都ブランド適正表示推進事業（委託費3,699,756円）、⑤食品表示適正化・活用普及事業（旅費・委
託費847,620円）

①、③、④、⑤相談員や行政職位、多様な担い手の消費者教育に対する理解が深
まった。②県内どこにいても質の高い消費生活相談が受けられるよう有資格者確保
につながった。⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪啓発資材配布やメルマガ配信により、消費者
被害に対する注意喚起や消費者教育の推進が図られた。⑫地域における高齢者
の見守り体制の充実が図られた。⑬消費者教育の関連教育人材養成を行い消費
者市民社会に対する意識の醸成が図られた。⑭県民の消費者市民社会に対する
意識調査を行い現状を把握できた。⑮他県における適格消費者団体の現状を把
握できた。⑯県民へのエシカル消費普及につながった。⑰食べきり写真のフォトコ
ンテストを開催し、県民に食品ロスに対する知識を普及できた。

人日年間研修総日数

事業強化・機能強化の成果

①、②、③相談員等対象の研修の開催や市町巡回指導により相談員及び行政職
員の資質向上が図られた。④センター設立に向け未設置市町へ情報提供及び働
きかけを行った。⑤消費生活相談員の人材確保が課題となっている中、日々の自
らのストレスに上手に対応しながら相談業務に前向きに取り組めるように支援した。
⑥賀茂広域消費生活センターの運営支援により体制整備の充実が図られた。

人

人日

人日

法人募集型

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）※被災４県のみ

事業名（事業メニュー）

①消費者サポート人材バンクを活用した市町支援事業（報償費・旅費・需用費・委託料・会場使用料
6,808,952円）、②消費者教育推進フォーラム事業（旅費・食糧費・委託料・会場使用料3,407,587
円）、③ふじのくに食べきりやったね！チャレンジ事業（旅費・買上金・委託料4,584,898円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

参加者数

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）※被災４県のみ

事業計画

人

人

実地研修受入人数

研修参加・受入

年間研修総日数

年間研修総日数

実地研修受入希望人数

実施形態

自治体参加型

参加希望者数

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）※被災４県のみ

⑯消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事
業者指導や法執行等）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
駆的事業）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談体制整備事業※被災４県は本年度の新規分も対
象。それ以外は、平成24年度までの充実・強化が対象。

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
進性・モデル性の高い事業）

研修参加・受入要望



８．今年度に管内の市町村が実施した推進事業及び活性化事業の総額（交付金等） （単位：円）

67,885,000 

事業計画

28年度
補正予算

374,320

事業の実績

交付金等対象経費

29年度
本予算

1,064,000

28年度
補正予算

事業経費

964,840

交付金等対象経費

事業経費

400,000②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金
（交付金相当分）

966,732①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

基金
（交付金相当分）

御殿場市、伊豆市、小山町、富士市、島田市、吉田町、磐田市、御前崎市、森町、浜松市

374,320

29年度
本予算

77,057

3,821,6074,028,000

3,821,607 38,430,000 4,028,000 127,643,209 65,432,170 

77,057

60,846,82838,430,000

400,000

4,194,656

143,436

36,701,673

22,395,251

140,040

36,818,60138,644,929

4,662,0614,897,000

御殿場市、藤枝市、磐田市、掛川市、袋井市

22,395,251

36,701,673 

23,213,000

133,583,000 合計

23,220,000

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市、沼津市、三島
市、御殿場市、裾野市、伊豆市、函南町、清水町、小山町、富士市、富士宮市、静岡市、焼津
市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町、
浜松市、湖西市

富士市

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、伊東市、沼津市、三島市、御殿場
市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、小山町、富士市、静岡市、藤枝市、牧之原市、磐
田市、掛川市、菊川市、森町、浜松市、湖西市

150,000

42,112,000

150,000

38,083,000

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市、沼津市、三島
市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、富士市、富士宮市、
静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町、磐田市、掛川市、袋井市、
御前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

5,236,000

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

袋井市、菊川市

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

61,323,000⑧消費生活相談体制整備事業

78,000

1,064,000

実施市町村

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑭消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

事業名（事業メニュー）

伊東市、藤枝市、浜松市

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

78,000

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事
業）



９．推進事業及び活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

10．今年度の推進事業支出予定額 11．今年度の基金取崩し実績額

　 　

3,821,607                        

○消費生活相談員及び行政職員等が県や国民生活センター等主催の研修会へ参加し、専門性向上につながった。

○消費生活相談員の配置・増員又は勤務日数・勤務時間の増加及び既存相談員の報酬引上げに取り組み、消費生活相談窓口体制を充実させた。
○賀茂広域消費生活センターへ常設の消費生活相談員が配置され、相談窓口の開設日が増え、市町民サービスの向上が図られた。

円

円

交付金相当分

うち都道府県

4,551,632                        

うち都道府県

交付金分

730,025                           

円

38,709,189             

○食品表示に関する研修への職員及び相談員の資質向上が図れらた。また原料原産地表示に対する注意喚起が図られた。（富士市）

円

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事
業）

○地域の劇団と連携して出前講座を実施することで、消費生活に関する知識の普及及び消費生活センターの周知強化につながった。（袋井市）
○啓発冊子を購入し、民生委員に配布するなど、高齢者及び障がい者を見守る見守りネット事業の充実を図った。（菊川市）

○消費者被害防止啓発グッズやリーフレット等を購入・作成し、出前講座や街頭キャンペーンで活用し、市町民の被害防止啓発を図った。
○消費者教育教材やグッズ等の購入・作成により、主に学校や若者向けの消費者教育が推進された。
○市町民対象の講座の開催（下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、沼津市、静岡市、磐田市、掛川市、浜松市）により、消費者被害防止啓発や消費者
教育の推進を図った。
○消費者教育推進計画策定（御殿場市、富士宮市）により、市町における消費者教育推進体制の充実が図られた。
○ラジオや交通広告等を通じて、消費者被害防止啓発や消費者教育推進のための啓発が実施された。（御殿場市、富士市、磐田市）
○迷惑電話防止事業（三島市、裾野市、富士市、富士宮市、静岡市、焼津市、島田市、御前崎市、菊川市、湖西市）により、高齢者の消費者被害防止とともに見守り体制の強
化の一助となった。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

事業強化・機能強化の成果の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

○困難事例等に対する弁護士や司法書士等の設置又は助言により、高度かつ専門的な消費生活相談への対応力が強化された。

事業名（事業メニュー）

○食品選択に対する消費者意識の向上が図られた。（伊東市）
○迷惑電話防止装置を活用し、悪質電話を自動的に着信拒否し、消費者被害未然防止につながった。また、事業や窓口周知により見守りの担い手となる関係団体との連携
が強化された。（藤枝市）
○エシカルの概念の理解を深め、具体的な取り組みについて学ぶことができ、事業者のエシカル商品の取り扱い促進につながった。（浜松市）
○消費者市民社会の実現に向け、高校生期において、契約の判断能力や被害に遭遇したときの対応農六の習得醸成につながった。また、教材・指導ガイドの活用により、若
年層への消費者教育を推進できた。（浜松市）
○消費者の視点に立ち、賢い消費をすることによって、農業生産やそれと繋がる自然・生きものを守ることができることについて啓発できた。（浜松市）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

102,133,843           円 うち管内の市町村合計

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

円

⑭消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

140,843,032           

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

うち管内の市町村合計

○執務参考図書購入や消費生活相談窓口周知啓発等により、既存の消費生活センターの機能強化が図られた。
○賀茂広域消費生活センターの開設により消費生活相談員による相談を受ける環境整備ができた。また、相談員の執務環境が整備された。



12．消費者行政決算見込み額（１）

13．消費者行政決算見込み額（２）

対平成２０年度差

円-4,303,541        

円

11,882              

11,001,457        

円

対前年度差

3,799,980 円 14,801,437

150,380,000        

円

円

円

円

円

105,955,450          

42,790,656           

37,196,688           

円

円

円

円

円

円

円

87,380,360

249,550,230          

円

円 23,874,574        

22,395,251

円

249,606,140     

うち管内市町村

円

148,084,504     

48,650,000

％

人

円

うち管内市町村

人

うち交付金等対象の賃料、人件費等 31,993,718

7

円

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 31                      

うち都道府県 19 人

-                      

2,459,938          

円

円

円

円

円

円

円

円

円

-902,147           

円

-2,515,848        円

1,557,791          

-2,745,750        円

円

円

-55,910            

-3,324,711        

-2,689,840        

円

-14,326,168      

円

9,381,898          円

円

-1,787,693        

円

円

円

9,370,016          

-                      

-                      

円

平成２０年度

①都道府県の消費者行政決算見込み額 126,819,574          

1,426,922

前年度 今年度

円

106,857,597

円

円

円

36,721,419

25.3

132,050,000

円うち都道府県

15.2

％

％

⑤消費者行政予算総額に占める交付金等支出額割合

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算見込み総額

円

うち交付金等対象外経費 102,945,000

うち交付金等対象経費

89,896,208

うち先駆的事業

131,123,115     

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

円

円

41,226,907

円

円

円

1,415,040

39,439,214           

266,567,529     

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象経費

102,945,000        

253,325,000        

うち先駆的事業

円

うち交付金等対象経費

うち交付金相当分取崩対象外経費

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

うち管内市町村

うち交付金等対象の賃料、人件費等

③都道府県全体の消費者行政決算見込み総額

11 人

20うち都道府県

②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点）

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち先駆的事業

26                      人

円

人

253,325,000        

33.4

円

円210,819,870        うち管内市町村

うち都道府県

219,430,360        

うち管内市町村

④③を含めた交付金等対象外経費

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 180,700,000        

うち都道府県

430,250,230        

150,380,000 円

33,408,758       

394,944,894          

159,709,932 162,169,870

円

145,394,664          

397,690,644     

41,363,734

円

円

-                         

40,521,399       

-                    

円

円

円

円-3,774,770        

141,619,894       

11,789,870        

円

268,125,320          

円

円

117,745,320       円

円-15,564,640       



14．基金の管理（実績）

15．都道府県の消費生活相談員の配置について

16．都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

研修参加のための旅費等を支給

④その他

人

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組

相談員総数

15

具体的内容

円140                                       

相談員総数

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）
　（※出納整理後の額を記載）

今年度の基金積戻し額（交付金相当分）

人

円

相談員総数 15

相談員総数

うち定数外の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

4,551,632                              

15

円

相談員総数

人 今年度末実績

-                                          

前年度末

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

消費生活相談員の配置

6,564,831                              

人前年度末 相談員総数

今年度末実績

人相談員総数

今年度末実績

人

前年度末

前年度末の基金残高（交付金相当分） 11,116,323                            

人

今年度末実績 相談員総数 15

うち定数内の相談員

①報酬の向上

今年度の基金取崩し額（交付金相当分）

円設置当初の基金残高（交付金相当分） 600,000,000                           

円

円



17．管内市町村の消費生活相談員の配置について

18．今年度の管内の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

④その他

③就労環境の向上 ○

②研修参加支援 ○

○

前年度末

①報酬の向上

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

人72

○常勤消費生活相談員への社会保険加入、通勤手当支給（牧之原市）
○消費生活相談員の社会保険加入（磐田市、菊川市）
○消費生活相談員の雇止め解消（焼津市、浜松市）

今年度末実績

○非常勤相談員の報酬向上
（H27～沼津市）　　　　月額172,700円⇒206,400円
（H28～三島市）　　　　月額171,100円⇒172,000円
（H24～伊豆の国市）　日額5,500円（5時間勤務）⇒7,300円（6時間勤務）
（H26～藤枝市）　　　　時給　有資格者1,270円⇒1,300円、無資格者1,100円⇒1,120円
（H23～磐田市）　　　　週2勤務　月額66,600円⇒80,000円、週3勤務　月額99,900円⇒120,000円
（H23～掛川市）　　　　時給1,310円⇒1,340円
（H28～菊川市）　　　　時給制958円⇒月給制115,800円
（H28～湖西市）　　　　日額7,200円⇒7,500円

○県や国民生活センター等が主催する研修会に参加し、消費生活相談員等の専門性向上
（下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、函南町、清水町、小山町、富士市、富士宮市、静岡市、焼津市、
藤枝市、島田市、牧之原市、磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市）

相談員総数

67 人

人

相談員総数

相談員総数

今年度末実績

1

相談員総数

1相談員総数 人

相談員総数前年度末 68

うち定数内の相談員

今年度末実績

人

消費生活相談員の配置

人 今年度末実績 相談員総数うち委託等の相談員

71 人相談員総数うち定数外の相談員

前年度末

前年度末

人


